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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】ガスタービンエンジン用の部品の製造方法を提
供する。
【解決手段】本方法は、部品の少なくとも一部にボンド
コートを施工する段階と、部品から第１の距離に配置さ
れた溶射装置を用いて、ボンドコートの少なくとも一部
に稠密縦割れ（ＤＶＣ）遮熱コーティングを施工する段
階と、第１の距離よりも大きくてＤＶＣ遮熱コーティン
グへのソフトコート遮熱コーティングの付着を促進する
第２の距離だけ部品から離して配置された溶射装置を用
いて、ＤＶＣ遮熱コーティングの少なくとも一部をソフ
トコート遮熱コーティングで覆う段階とを含む。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
ガスタービンエンジン用の部品の製造方法であって、
　部品の少なくとも一部にボンドコートを施工する段階と、
　部品から第１の距離に配置された溶射装置を用いて、ボンドコートの少なくとも一部に
稠密縦割れ（ＤＶＣ）遮熱コーティングを施工する段階と、
　第１の距離よりも大きくてＤＶＣ遮熱コーティングへのソフトコート遮熱コーティング
の付着を促進する第２の距離だけ部品から離して配置された溶射装置を用いて、ＤＶＣ遮
熱コーティングの少なくとも一部をソフトコート遮熱コーティングで覆う段階と
を含んでなる方法。
【請求項２】
ボンドコートの少なくとも一部にＤＶＣ遮熱コーティングを施工する段階が、溶射装置を
部品から約２インチ離して配置する段階をさらに含む、請求項１記載の方法。
【請求項３】
ＤＶＣ遮熱コーティングの少なくとも一部にソフトコート遮熱コーティングを施工する段
階が、溶射装置を部品から約６インチ離して配置する段階をさらに含む、請求項１記載の
方法。
【請求項４】
ＤＶＣ遮熱コーティングの少なくとも一部をソフトコート遮熱コーティングで覆う段階が
、ＤＶＣ遮熱コーティングの少なくとも一部を約１～４ミル厚さの多孔質層を備えた組成
物で覆う段階を含む、請求項１記載の方法。
【請求項５】
ＤＶＣ遮熱コーティングの少なくとも一部をソフトコート遮熱コーティングで覆う段階が
、ＤＶＣ遮熱コーティング上にソフトコート遮熱コーティングを溶射する段階を含む、請
求項１記載の方法。
【請求項６】
ＤＶＣ遮熱コーティング上にソフトコート遮熱コーティングを溶射する段階が、酸素燃焼
式高速フレーム溶射（ＨＶＯＦ）法、空気燃焼式高速フレーム溶射（ＨＶＡＦ）法、大気
プラズマ溶射（ＡＰＳ）法、減圧プラズマ溶射法、低圧プラズマ溶射法、ワイヤアーク溶
射法及びフレーム溶射法の少なくともいずれかを使用してＤＶＣ遮熱コーティング上にソ
フトコート遮熱コーティングを溶射する段階を含む、請求項５記載の方法。
【請求項７】
ＤＶＣ遮熱コーティングの少なくとも一部をソフトコート遮熱コーティングで覆う段階が
、ＤＶＣ遮熱コーティングの表面よりも粗い表面を形成する段階を含む、請求項１記載の
方法。
【請求項８】
ガスタービンエンジン内で使用するための動翼の製造方法であって、
　動翼の少なくとも一部にボンドコートを施工する段階と、
　動翼から第１の距離に配置された溶射装置を用いて、ボンドコートの少なくとも一部に
稠密縦割れ（ＤＶＣ）遮熱コーティングを施工する段階と、
　第１の距離よりも大きい第２の距離だけ動翼から離して配置された溶射装置を用いて、
ＤＶＣ遮熱コーティングの少なくとも一部をソフトコート遮熱コーティングで覆う段階と
を含んでなる方法。
【請求項９】
ガスタービンエンジン用の動翼であって、
　動翼の一部に施工された第１の皮膜と、
　動翼から第１の距離に配置された溶射装置から第１の皮膜の少なくとも一部を覆って溶
射された第２の皮膜と、
　第１の距離よりも長い動翼からの第２の距離に配置された溶射装置から第２の皮膜の少
なくとも一部を覆って溶射されかつ第２の皮膜の外面仕上げよりも粗い外面仕上げを有す
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る第３の皮膜と、
　第３の皮膜の少なくとも一部を覆って施工されて動翼の手磨き量の減少を促進する第４
の皮膜と、
を含む動翼。
【請求項１０】
第１の距離が約２インチであり、第２の距離が約６インチである、請求項９記載の動翼。
【請求項１１】
第２の皮膜が約１８ミルの厚さを有する、請求項９記載の動翼。
【請求項１２】
第３の皮膜が約２ミルの厚さを有する、請求項９記載の動翼。
【請求項１３】
第１の皮膜がボンドコートである、請求項９記載の動翼。
【請求項１４】
第２の皮膜が６～８重量％のイットリアと残部のジルコニアの組成を有する金属酸化物を
含む、請求項９記載の動翼。
【請求項１５】
第３の皮膜が第２の皮膜と実質的に同じ組成を含む、請求項９記載の動翼。
【請求項１６】
第４の皮膜が、シリカ（ＳｉＯ２）、ケイ酸塩及びムライト（３Ａｌ２Ｏ３ＳｉＯ２）の
１種以上から成るバインダマトリックス中にアルミナ（Ａｌ２Ｏ３）が分散した組成物を
含む、請求項９記載の動翼。
【請求項１７】
第４の皮膜が溶射法及びテープキャスト法の少なくともいずれかを使用して第３の皮膜に
施工される、請求項１６記載の動翼。
【請求項１８】
第２の皮膜がフィレット及び狭域を含み、
　第３の皮膜が、第３の皮膜をフィレット及び狭域に対して付着させるのを可能する多孔
質特性を含む、
請求項９記載の動翼。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、広義にはガスタービンエンジンに関し、具体的には、ガスタービンエンジン
動翼用の皮膜を製造するための方法及び装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　少なくとも幾つかの公知のガスタービンエンジンは、１以上のタービンロータを含み、
これらタービンロータは、ロータディスクと動翼とも呼ばれる複数の円周方向に間隔を置
いて配置されたロータ動翼とを含む。公知の動翼は一般的に、翼形部、プラットフォーム
、シャンク及びダブテールを含む。各ダブテールは、ロータディスク内に形成されたスロ
ット又は開口内に植え込まれて、動翼をロータディスクに固定される。翼形部は、ディス
クからエンジン内の燃焼ガスの流れに延在し、ガス流の運動エネルギーを回転機械的エネ
ルギーに変換する。
【０００３】
　汚損及び表面劣化は、一般にアルカリ金属類を含む燃料を燃焼させる際に、燃焼プロセ
スでアルカリ金属類が硫黄と結合して、部品表面に低融点塩が堆積することに起因する。
付加的な汚染物質は、ＮＯｘ制御又は出力向上のために吸い込まれる空気及び／又は噴射
される水に由来する可能性がある。
【０００４】
　エンジン作動時に動翼を保護するため、少なくとも幾つかの公知のエンジン動翼は遮熱
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コーティング（ＴＢＣ）を含んでいる。しかし、公知の遮熱コーティングは、粗い外表面
を有することがあり、幾つかの遮熱コーティングは、例えば燃焼時に発生しかねない低融
点塩その他の汚染物質のような汚染物質の付着に起因する侵食を受けることがある。遮熱
コーティングの侵食は、遮熱コーティングの効果の低下及び／又は侵食の悪化を招いて、
一段と性能を低下させる可能性さえある。
【０００５】
　ＴＢＣの粗い外表面の影響を低減するため、少なくとも幾つかの遮熱コーティングは、
手磨きして、表面の粗さを減少させるとともに遮熱コーティングの耐侵食性を向上させて
いる。手磨きは、タービン動翼の製造に付随する時間及び／又は労力の増大及び／又はタ
ービン動翼の製造時の人的エラーの可能性を増大させるおそれがある。その結果、手磨き
した動翼を含むガスタービンエンジンの総製造コストは、手磨きしない他の動翼の製造に
付随するコストよりも高くなるおそれがある。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　ガスタービンエンジン用の部品の製造方法を提供する。本方法は、部品の少なくとも一
部にボンドコートを施工する段階と、部品から第１の距離に配置された溶射装置を用いて
、ボンドコートの少なくとも一部に稠密縦割れ（ＤＶＣ）遮熱コーティングを施工する段
階と、第１の距離よりも大きい第２の距離だけ部品から離して配置された溶射装置を用い
て、ＤＶＣ遮熱コーティングの少なくとも一部をソフトコート遮熱コーティングで覆う段
階とを含む。
【０００７】
　ガスタービンエンジン内で使用するための動翼の製造方法を提供する。本方法は、動翼
の少なくとも一部にボンドコートを施工する段階と、動翼から第１の距離に配置された溶
射装置を用いて、ボンドコートの少なくとも一部に稠密縦割れ（ＤＶＣ）遮熱コーティン
グを施工する段階と、第１の距離よりも大きい第２の距離だけ動翼から離して配置された
溶射装置を用いて、ＤＶＣ遮熱コーティングの少なくとも一部をソフトコート遮熱コーテ
ィングで覆う段階とを含む。
【０００８】
　ガスタービンエンジン用の動翼を提供する。本動翼は、動翼の一部に施工された第１の
皮膜と、溶射装置と動翼の間に規定される第１の距離で第１の皮膜の少なくとも一部に溶
射された第２の皮膜と、第１の距離よりも大きくなるように溶射装置と動翼の間に規定さ
れる第２の距離で第２の皮膜の少なくとも一部に溶射された第３の皮膜とを含み、第２の
距離で第３の皮膜を溶射することによって第２の皮膜の表面仕上げよりも粗い表面仕上げ
を有する第３の皮膜の成膜が促進され、本動翼はさらに、第３の皮膜の少なくとも一部に
施工されて動翼に必要な手磨き量の減少を促進する第４の皮膜を含む。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　図１は、例示的なガスタービンエンジン１０の概略図である。この例示的な実施形態で
は、ガスタービンエンジン１０は、圧縮機１２、タービン１４、タービン１６及び燃焼器
１８を含む。圧縮機１２とタービン１４はロータシャフト２０で互いに結合される。この
例示的な実施形態では、タービン１６は、シャフト２２を介して、特に限定されないが発
電機（図示せず）又はプロペラ（図示せず）のような外部負荷に結合される。幾つかの実
施形態では、エンジン１０は、Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃ社（米国サウスカロラ
イナ州グリーンビル）から購入可能なガスタービンエンジンである。作動中、空気は圧縮
機１２を通って流れ、圧縮空気が燃焼器１８に供給され、燃焼器１８で圧縮空気が燃料と
混合され点火されて燃焼ガスを生成する。燃焼器１８から送られた燃焼ガスは、タービン
１４及び１６を駆動し、タービン１４及び１６は、長手方向軸線２４の周りでそれぞれの
シャフト２０及び２２を回転駆動して、それぞれ圧縮機１２及び外部負荷に動力を供給す
る。



(5) JP 2008-174838 A 2008.7.31

10

20

30

40

50

【００１０】
　図２は、例えばガスタービンエンジン１０（図１に示す）のようなガスタービンエンジ
ンで使用できる例示的なロータ動翼２６の斜視図である。例えばタービン１４（図１に示
す）のようなロータアセンブリは、複数のロータ動翼２６を含むことができ、各ロータ動
翼２６は、例えばシャフト２０（図１に示す）のようなロータシャフトに結合されたロー
タディスク（図２には図示せず）に結合されるように、ロータ動翼２６は、ロータディス
クの円周の周りに間隔を置いて配置されるように配向される。各ロータ動翼２６は、翼形
部２８、プラットフォーム３０、シャンク３２及びダブテール３４を含む。翼形部２８、
プラットフォーム３０、シャンク３２及びダブテール３４はまとめてバケットとも呼ばれ
る。別の実施形態では、動翼２６は、先端キャップを含む。
【００１１】
　各翼形部２８は、対向する側壁３６及び３８を含む。側壁３６は、凸面形で翼形部２８
の負圧面を画成し、側壁３８は、凹面形で翼形部２８の正圧面を画成する。側壁３６及び
３８は、翼形部２８の前縁４０及び軸方向に離隔した後縁４２で互いにつながる。具体的
には、翼形部後縁４２は、翼形部前縁４０から翼弦方向かつ下流方向に離隔して位置する
。側壁３６及び３８は各々、プラットフォーム３０に隣接して位置した動翼根元４４から
翼形部先端４６まで長手方向つまり半径方向外向きに翼長にわたって延在する。
【００１２】
　プラットフォーム３０は、翼形部２８とシャンク３２との間に、翼形部２８がプラット
フォーム３０から半径方向外向きに延在する。シャンク３２は、プラットフォーム３０か
らダブテール３４まで半径方向内向きに延在し、ダブテール３４は、シャンク３２から半
径方向内向きに延在してロータ動翼２６をロータディスクに結合する。プラットフォーム
３０は、それぞれ正圧面及び負圧面とも呼ばれる一対の両側側壁５２及び５４で互いに連
結した前端縁側面４８及び対向する後端縁側面５０を含む。
【００１３】
　シャンク３２は、シャンク３２の上流側壁６０及び下流側壁６２で互いに連結した略凹
状の側壁５６と略凸状の側壁５８とを含む。従って、側壁５６は、それぞれ上流及び下流
側壁６０及び６２に対して陥凹していて、ロータアセンブリ内に動翼２６を結合した時に
、冷却ガスを受けるためのシャンク空洞６４が、隣接するロータ動翼シャンク３２間に形
成されるようになる。
【００１４】
　この例示的な実施形態では、前方エンゼル翼６６及び後方エンゼル翼６８各々が、それ
ぞれの側壁６０及び６２から外向きに延在して、ロータアセンブリ内に形成された前方及
び後方エンゼル翼バッファ空洞（図示せず）を封止できる。加えて、前方及び後方カバー
プレート７０及び７２も、それぞれの側壁６０及び６２から外向きに延在して、動翼２６
とロータディスクとの間を封止できる。具体的には、カバープレート７０及び７２は各々
、ダブテール３４とそれぞれのエンゼル翼６６及び６８との間でシャンク３２から外向き
に延在する。
【００１５】
　図３は、図１に示すガスタービンエンジンで使用できる第１の皮膜、第２の皮膜、第３
の皮膜及び第４の皮膜を含む例示的なロータ動翼の一部の側面図である。
【００１６】
　この例示的な実施形態では、第１の皮膜１００つまりボンドコートが基材に施工される
。この例示的な実施形態では、第１の皮膜１００は、基材の一部、具体的には動翼２６の
一部に施工される。さらに、この例示的な実施形態では、第１の皮膜１００は、Ｅクラス
の動翼２６に施工される。別の実施形態では、第１の皮膜１００は、Ｆクラスの動翼２６
に施工される。それに代えて、第１の皮膜１００は、特に限定されないがロータ動翼２６
の翼形部２８（図２に示す）、シャンク３２（図２に示す）及び／又はダブテール３４（
図２に示す）の少なくともいずれかの一部に施工される。この例示的な実施形態では、第
１の皮膜１００を動翼２６の一部に施工するために、溶射法が使用される。
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【００１７】
　第１の皮膜１００は、基材に施工されて、基材に対する第２の皮膜１０２の結合を促進
する。第１の皮膜１００は、例えばＭＣｒＡｌＹ（頭文字は合金の元素を示し、ＭはＮｉ
、Ｃｏ又はＮｉとＣｏとの組合せである。）と呼ばれる公知の金属合金のプラズマ溶射皮
膜を含むものでもよい。
【００１８】
　この例示的な実施形態では、第２の皮膜１０２は、第１の皮膜１００の少なくとも一部
に施工される。この例示的な実施形態では、第２の皮膜１０２は、動翼２６を耐熱保護を
促進する稠密縦割れ（ＤＶＣ）遮熱コーティングである。第２の皮膜１０２は、特に限定
されないが、プラズマ溶射セラミック材料で形成される。この例示的な実施形態では、セ
ラミック材料は、６～８重量％のイットリアと残部のジルコニアの組成を有するイットリ
ア安定化ジルコニアのような金属酸化物である。ジルコニアは、特に限定されないが、カ
ルシウム、セリア、マグネシア又はその他の酸化物の１種以上で安定化することができる
。この例示的な実施形態では、第２の皮膜１０２は、層１０４を形成する溶射ガンを使用
して、基材及び／又は第１の皮膜１００上に溶射される。この例示的な実施形態では、使
用される溶射ガンは、Ｓｕｌｔｚｅｒ　Ｍｅｔｃｏ社から市販の７ＭＢガンである。別の
実施形態では、第２の皮膜１０２は、あらゆるその他の適当な溶射装置を用いて、第１の
皮膜１００及び／又は基材の一部に溶射される。
【００１９】
　具体的には、第２の皮膜１０２は、大気プラズマ溶射（ＡＰＳ）法を使用して基材及び
／又は第１の皮膜１００上に溶射される。大気プラズマ溶射法は、主として酸化物を有す
る金属を被覆するために使用される。層１０４は、「個別層」又は「セラミック層」と呼
ぶこともできる。この例示的な実施形態では、層１０４は、主層と副層とによって形成さ
れた厚さを有する。具体的には、基材及び／又は第１の皮膜１００の全表面を覆いかつ必
要な第２の皮膜１０２の厚さを得るためには、一般的に第２の皮膜１０２を付着させる時
に溶射ガン及び基材を互いに対して移動させることが望ましい。そのためには、ガン、基
材又はその両方を移動させる形態を取ることができ、それは、スプレー塗装で使用する方
法と同様である。この動きは、所定の溶射ガンが或るパターンを溶射するという事実と組
合さって、主層と副層として付着されて層１０４を形成した第２の皮膜１０２を生じる。
この例示的な実施形態では、第２の皮膜１０２は、第２の皮膜１０２に対する皮膜の付着
を制限する緻密低多孔質表面である。
【００２０】
　別の実施形態では、公知の方法及び装置を用いて、第１の皮膜１００及び／又は基材の
一部に本発明の第２の皮膜１０２を施工する。具体的には、別の実施形態では、第２の皮
膜１０２は、特に限定されないが、酸素燃焼式高速フレーム溶射（ＨＶＯＦ；high veloc
ity oxy-fuel）法、空気燃焼式高速フレーム溶射（ＨＶＡＦ；high velocity air-fuel）
法、重力式ショットピーニング（ＧＡＳＰ；gravity assisted shot peening）、減圧プ
ラズマ溶射法、低圧プラズマ溶射法、大気プラズマ溶射法、ワイヤアーク溶射法及びフレ
ーム溶射法の少なくともいずれかを用いて、第１の皮膜１００及び／又は基材上に溶射す
ることができる。さらに別の実施形態では、第２の皮膜１０２は、特に限定されないが、
拡散法、クラッディング法及び予備焼結ロウ付けプリフォーム法を用いて、ボンドコート
及び／又は動翼２６の一部に施工される。さらに別の実施形態では、第２の皮膜１０２は
、あらゆるその他の適当な方法を用いて、第１の皮膜１００及び／又は基材の一部に施工
できる。
【００２１】
　この例示的な実施形態では、第３の皮膜１０６が、第２の皮膜１０２の少なくとも一部
に施工される。この例示的な実施形態では、第３の皮膜１０６は、第２の皮膜１０２と実
質的に同じ組成で製造される。この例示的な実施形態では、第３の皮膜１０６は、溶射ガ
ンを用いて第２の皮膜１０２の少なくとも一部に溶射され、層１０８を形成する。この例
示的な実施形態では、第２の皮膜１０２に対して第３の皮膜１０６を施工するために使用
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する溶射ガンは、第１の皮膜１００の少なくとも一部に対して第２の皮膜１０２を施工す
るために使用するのと同じ溶射ガンである。具体的には、第３の皮膜１０６は、大気プラ
ズマ溶射（ＡＰＳ）法を用いて第２の皮膜１０２の少なくとも一部に溶射される。
【００２２】
　別の実施形態では、公知の方法及び装置を用いて、第２の皮膜１０２の少なくとも一部
に本発明の第３の皮膜１０６を施工する。具体的には、別の実施形態では、第３の皮膜１
０６は、特に限定されないが、酸素燃焼式高速フレーム溶射（ＨＶＯＦ）法、空気燃焼式
高速フレーム溶射（ＨＶＡＦ）法、重力式ショットピーニング（ＧＡＳＰ）、減圧プラズ
マ溶射法、低圧プラズマ溶射法、ワイヤアーク溶射法及びフレーム溶射法の少なくともい
ずれかを用いて、第２の皮膜１０２上に溶射することができる。別の実施形態では、第３
の皮膜１０６は、特に限定されないが、拡散法、クラッディング法及び予備焼結ロウ付け
プリフォーム法を用いて、第２の皮膜１０２に施工される。さらに別の実施形態では、第
３の皮膜１０６は、あらゆるその他の適当な方法を用いて、第２の皮膜１０２の一部に施
工できる。
【００２３】
　一般的に、この例示的な実施形態では、第３の皮膜１０６は、第２の皮膜１０２よりも
粗い表面仕上げを有し、耐侵食性の向上に役立つ。第３の皮膜１０６つまりソフト皮膜は
、多孔質皮膜である。第３の皮膜１０６の特性及び多孔性は、第２の皮膜１０２への第３
の皮膜１０６の付着を促進する。具体的には、第３の皮膜１０６は、第２の皮膜１０２の
フィレット及び狭域に付着する。別の実施形態では、第３の皮膜１０６は、基材の劣化を
低減するのを可能にしかつ／又は表面汚損され易さを低減するのを可能にするあらゆる表
面仕上げを有する。
【００２４】
　この例示的な実施形態では、第４の皮膜１１０が、第３の皮膜１０６の少なくとも一部
に施工される。別の実施形態では、第４の皮膜１１０は、第３の皮膜１０６に施工されな
い。この例示的な実施形態では、第４の皮膜１１０は、ＥＴＢＣ（登録商標）皮膜（つま
り、滑らかな皮膜）である。ＥＴＢＣ（登録商標）は、Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｅｌｅｃｔｒｉ
ｃ社（米国ニューヨーク州スケネクタディ）の登録商標である。この例示的な実施形態で
は、第４の皮膜１１０は、アルコール中にアルミナが懸濁したスラリー組成物であり、一
般的にアルミナ系シリカ結合セラミック材料である。より具体的には、第４の皮膜１１０
は、シリカ（ＳｉＯ２）、ケイ酸塩及び／又はムライト（３Ａｌ２Ｏ３ＳｉＯ２）から成
るバインダマトリックス中に分散したアルミナ（Ａｌ２Ｏ３）の粒子を含有し、シリカ（
ＳｉＯ２）、ケイ酸塩及び／又はムライト（３Ａｌ２Ｏ３ＳｉＯ２）の相対量は、第４の
皮膜１１０に生じる温度及びその後の実作動温度に応じて変化し、より高温度においては
より多くの量のムライトが形成されることになる。アルミナ粒子は、第４の皮膜１１０の
少なくとも５重量％から最大約８５重量％までを構成する。第４の皮膜１１０中のアルミ
ナ及びシリカ系マトリックス材料の相対量は、第４の皮膜１１０に所望の特性に応じて調
整できる。
【００２５】
　この例示的な実施形態では、第４の皮膜１１０は、テープキャスト法を用いて第３の皮
膜１０６に施工される。第４の皮膜１１０は、第３の皮膜１０６に付着し、表面粗さの減
少を促進する。第４の皮膜１１０の滑らかさは、動翼２６を手磨きする必要性を実質的に
排除する。さらに、第４の皮膜１１０は、動翼２６上に生じる腐食の量を減少させる。具
体的には、第４の皮膜１１０は、第４の皮膜１１０が施工されていないその他の公知の動
翼の３倍ほど耐侵食性を増大させる。さらに、公知の手磨き法は、動翼２６を完全に手磨
きするために、約１時間を要する。この例示的な実施形態では、第４の皮膜１１０を施工
した場合には、動翼２６を完全に手磨きするための時間は、５０％ほど短縮され、つまり
手磨きに要する時間は約３０分となる。さらに、第４の皮膜１１０は、赤外線（ＩＲ）加
熱範囲において透明でなくて、第４の皮膜１１０は、第１、第２及び第３の皮膜１００、
１０２及び１０６並びに動翼２６の冷却を可能にする。
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【００２６】
　組立時に、第１の皮膜１００は、特に限定されないが、ロータ動翼２６のプラットフォ
ーム３０、翼形部２８、シャンク３２及び／又はダブテール３４の少なくともいずれかを
含む基材の一部に施工されて動翼２６を熱から保護する。それに代えて、第１の皮膜１０
０は、エンジン１０のあらゆる適当な部分に施工できる。さらに別の実施形態では、ロー
タ動翼２６には、第１の皮膜１００を設けることができる。基材に第１の皮膜１００を施
工したら、第１の皮膜１００の少なくとも一部に第２の皮膜１０２が施工される。別の実
施形態では、第２の皮膜１０２は、基材に直接施工される。
【００２７】
　第２の皮膜１０２は、第２の皮膜１０２を第１の皮膜１００の一部に溶射することによ
って、ボンドコート及び／又は動翼２６の一部に施工できる。具体的には、第２の皮膜１
０２は、基材から第１の距離だけ離して配置された機構（図示せず）で大気プラズマ溶射
（ＡＰＳ）法を用いて、ボンドコート及び／又は基材の一部に溶射される。この例示的な
実施形態では、溶射ガンは、第１の粉末流量で第２の皮膜１０２をボンドコート及び／又
は基材の一部に溶射するが、この場合、溶射ガンは、第１の温度まで加熱される。第２の
皮膜１０２は、第１の速度でボンドコート及び／又は基材上に溶射される。さらに、ガン
は、基材から第１の距離、つまり第１のガン－被加工物距離に配置される。第１のガン－
被加工物距離は、溶射ガンのヘッド（つまり先端）と基材との間で測定される。具体的に
は、この例示的な実施形態では、溶射ガンは、約７５０～１０００°Ｆの範囲の第１の温
度まで加熱され、第２の皮膜１０２を第１の皮膜１００及び／又は基材上に溶射するため
の第１のガン速度は、約５９０～６１０ｍｍ／秒の範囲であり、第１のガン－被加工物距
離は、約０～３インチの範囲である。さらに、第２の皮膜１０２をボンドコート及び／又
は基材の一部に溶射する場合には、第２の皮膜１０２は、層１０４が約１８ミルの厚さを
有するように施工される。別の実施形態では、第２の皮膜１０２は、あらゆる適当な厚さ
を有するように施工できる。
【００２８】
　この例示的な実施形態では、動翼２６の一部に第２の皮膜１０２を施工した後に、第２
の皮膜１０２を施工した表面区域の少なくとも一部に第３の皮膜１０６を施工することに
よって、第２の皮膜１０２上に第３の皮膜１０６が重ねられる。この例示的な実施形態で
は、第３の皮膜１０６は、基材から第２の距離だけ離して配置された機構（図示せず）で
大気プラズマ溶射（ＡＰＳ）法を用いて、第２の皮膜１０２上に溶射される。具体的には
、この例示的な実施形態では、第３の皮膜１０６は、上に述べた第２の皮膜１０２をボン
ドコート及び／又は基材に施工するために使用したのと同じ溶射ガン及び実質的に同じ方
法を用いて第２の皮膜１０２の一部に溶射される。別の実施形態では、異なる溶射装置を
用いて、第３の皮膜１０６を第２の皮膜１０２に施工する。この例示的な実施形態では、
溶射ガンは、第２の粉末流量で第３の皮膜１０６を第２の皮膜１０２の一部に溶射するが
、この場合、溶射ガンは、第２の温度まで加熱される。第２の粉末流量は、第１の粉末流
量よりも大きい。第３の皮膜１０６は、第２の速度で第２の皮膜１０２上に溶射される。
さらに、ガンは、基材及び／又は第２の皮膜１０２から第２の距離、つまり第２のガン－
被加工物距離に配置される。この例示的な実施形態では、第２のガン－被加工物距離は、
第２の皮膜１０２を第１の皮膜１００上に溶射するために使用した第１のガン－被加工物
距離よりも大きく、このことは、第３の皮膜１０６を第２の皮膜１０２よりも多孔質にす
る。具体的には、この例示的な実施形態では、溶射ガンは、約８５０°Ｆの第２の温度ま
で加熱され、第３の皮膜１０６を第２の皮膜１０２上に溶射するための第２のガン速度は
、約３００～５００ｍｍ／秒の範囲であり、第２のガン－被加工物距離は、約３～７イン
チの範囲である。さらに、第３の皮膜１０６を第２の皮膜１０２上に溶射する場合には、
第３の皮膜１０６は、約２ミルの厚さを有するように施工される。別の実施形態では、第
３の皮膜１０６は、あらゆる適当な厚さを有するように施工できる。
【００２９】
　ガン－被加工物距離を増大させることによって、第３の皮膜１０６は、第２の皮膜１０
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２よりも一段と多孔質（つまり、ソフトコート）である。第３の皮膜１０６が第２の皮膜
１０２よりも多孔質であると、第３の皮膜１０６は、第２の皮膜１０２への第３の皮膜１
０６の付着を促進する大きな付着特性を有する。第３の皮膜１０６は、第２の皮膜１０２
の狭域及びフィレットに付着する。
【００３０】
　第３の皮膜１０６は、第３の皮膜１０６が第２の皮膜１０２よりも一層脱落し難くなる
ので、製造時間の短縮及びスクラップ率の減少という両方の点で製造コストを低減するの
を可能にする。具体的には、手磨き装置は、動翼を再被覆することが必要になる程度にま
で厚さを激減させる可能性があるので、皮膜の表面仕上げは、表面粗さを減少させるのに
必要な手磨きの量を減らすことによって、より厳密に制御できる。さらに、皮膜の厚さを
制御することによって第３の皮膜１０６の磨耗が防止される。
【００３１】
　第２の皮膜１０２の少なくとも一部に第３の皮膜１０６を施工したら、第３の皮膜１０
６の少なくとも一部に第４の皮膜１１０を施工して、熱伝達の減少を促進する。この例示
的な実施形態では、第４の皮膜１１０は、約０．５～４ミルの厚さを有する第３の皮膜１
０６の一部に施工される。熱伝達を減少させた場合、動翼２６の耐久性を増大させること
が可能になり、動翼２６は、より表面汚損を受け難くなることになる。加えて、動翼２６
の全空気力学的性能が増大する。さらに、皮膜１００、１０２、１０６及び１１０の重量
は、皮膜１００、１０２、１０６及び１１０がエンジン効率に悪影響を与えないような公
称重量のものである。
【００３２】
　本明細書には、例示的な方法及び皮膜の実施形態を詳細に記述し及び／又は示している
。本方法及び皮膜は、本明細書に記載した特定の実施形態に限定されるものではなく、む
しろ各方法の段階及び各皮膜の部品は、本明細書に記載したその他の段階及び／又は部品
とは独立してかつ別個に利用できる。各方法の段階及び部品は、その他の方法の段階及び
／又は部品と組合せて使用できる。
【００３３】
　本明細書に記載し及び／又は示した方法及びダンパピンの要素／部品／段階／その他を
導入する場合において、「数詞のない」表現及び「少なくとも１つの」という表現は、１
以上の要素／部品／段階／その他が存在していることを意味することを意図している。「
含む」、「備える」及び「有する」という用語は、包括的であり、記載した要素／部品／
段階／その他以外の付加的な要素／部品／段階／その他が存在できることを意味すること
を意図している。
【００３４】
　様々な特定の実施形態に関して本発明を説明してきたが、本発明が特許請求の範囲の技
術思想及び技術的範囲内の変更で実施できることは、当業者には分かるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】例示的なガスタービンエンジンの概略断面図。
【図２】例えば図１に示すガスタービンエンジンのようなガスタービンエンジンで使用で
きる例示的なロータ動翼の斜視図。
【図３】図１に示すガスタービンエンジンで使用できる、第１の皮膜、第２の皮膜、第３
の皮膜及び第４の皮膜を含む例示的なロータ動翼の一部の側面図。
【符号の説明】
【００３６】
　１０　エンジン
　１２　圧縮機
　１４　タービン
　１８　燃焼器
　１８　燃焼器
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　２０　ロータシャフト
　２２　シャフト
　２４　長手方向軸線
　２６　動翼
　２８　翼形部
　３０　プラットフォーム
　３２　シャンク
　３４　ダブテール
　３６　側壁
　３８　側壁
　４０　翼形部前縁
　４２　翼形部後縁
　４４　動翼根元
　４６　動翼先端
　４８　前端縁側面
　５０　後端縁側面
　５２　対向する側壁
　５４　対向する側壁
　５６　凹状の側壁
　５８　凸状の側壁
　６０　上流側壁
　６２　下流側壁
　６４　シャンク空洞
　６６　前方エンゼル翼
　６８　後方エンゼル翼
　７０　カバープレート
　７２　後方カバープレート
　１００　第１の皮膜
　１０２　第２の皮膜
　１０４　層
　１０６　第３の皮膜
　１０８　層
　１１０　第４の皮膜
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